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障がい者雇用において“雇用の質”を実現
する組織の要素とは

2026年03月12日

共生日本協議会セミナー
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講師プロフィール

白砂 祐幸 （しらすな まさゆき）

• 大学卒業後、IT企業（一部上場）にてシステム提案営業として勤務した後、ITベンチャー企業に転職
– ⾃⾝ががんの宣告を受け治療を受けながらの勤務を経験、 1日4時間の短時間勤務者として復職
 同様に短時間勤務を余儀なくされていたメンタル不調者の為の復職専門部署を設⽴運営
 復職部署で障がい者⼈材を受け⼊れ、社内での業務調整と障がい者⼈材の能⼒育成に注⼒
 精神障がい発達障がい知的障がいのある方の相互補完のある業務体制を構築

– 復職者+障がい者の体制を整え、設⽴登記の上、特例⼦会社の認定を受ける
 その後、外部組織との連携で業務幅を広げる活動を実施
 グループ外売上増強を軸とする障がい者⼈材の雇用現場を運営

– 他社の現場サポートについても積極的に⼿掛け、様々な地域業種で障がい者の働く現場作りに注⼒
– 就労継続A型就労移⾏⽀援事業所の全国展開を⼿掛け、⾏政や地域企業との連携を軸に雇用現場を拡大。産官学

の連携⺠福連携の事業運営を実施。
– 障がい者と働くための業務創造事業開発から、採用面接現場配置サポート。中期経営計画でのダイバーシティ⼈材活躍

の素案作成アドバイザリーを得意とし、これまでの経験を踏まえた研修、講演活動も実績多数

 主な実績
• 厚生労働省障害者雇用対策課・東京都・栃⽊県・京都府・京都市・⽯川県・⼭⼝県・千葉県など
• アサヒ飲料、 クレディセゾン、 積⽔化学⼯業、東急不動産、東京ガス、東京スター銀⾏、ニッスイ、本⽥技研⼯業、三菱

商事、森永乳業、ヤマトホールディングス、ヤマハ等多数 （敬称略順不同）

株式会社CELM 経営開発部 NANAIRO事業チームGM
（旧(株)NANAIRO 代表取締役社⻑）
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2026年の障がい者雇用を取り巻く環境を整理

（政治的要因）

＊生成AIが事務系職種に及ぼす影響は︖
＊地方採用・新卒採用
＊グループ経営としての特例⼦会社の役割再
定義
・バックオフィス傾向（在宅時間の減少）
・ICT技術の活用を考慮
・就労移⾏⽀援事業所の
利用者の質について

・雇用の「質」→キャリアの定義
・合理的配慮
・週10〜20h未満勤務
・雇用率2.7％へ
・除外率10％減
・ルール改定によるA型・移⾏の変化
＊最賃上昇基調（1,500円︖）

＊作業がグループ内に枯渇⇒新しい業務の種類︖
＊新規事業なのか、拠点展開なのか
＊グループ内のどこに着⼿するのか︖
＊グループからの補填⾦のバランス⾒直し
＊グループへの転籍実施できるか︖
＊知的⇒精神に広げるか
＊知的障がいのみ採用で数年の雇用は描けるかか
＊特別支援学校の自社採用チャネルとして機能
＊先⽣・親から⾒た時に選ばれる企業とは
＊業務拡大・拠点展開に支援者は伴走できるか
＊支援者が採用しにくい
＊支援者に求めているものは明確か︖

・⼈的資本経営の中の障がい者雇用︖
・サステナビリティ情報開示（26年3月〜）
・日本全体の⼈材不⾜継続
・ニューロダイバーシティをどうとらえる︖
・農園ビジネス・サテライトを活用できるのか
・賃上げ傾向
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「特例⼦会社」の今後

発展型（人数急増）

維持型（人数増）
• 正社員制度
• 社内キャリア・育成制度
• ジョブローテーション 特例⼦会社

雇用の数

雇用の質

• 雇用率上昇
• 採用市場緊密化
• 職場魅⼒の構築・⾔語化

業務＆⼈数はより多く
• 業務獲得
• 業務品質管理
• 複数業務のタスク管理
• チームマネジメント（より多く）

業務（作業⇒業務ごと）
• ハイスキル⼈材管理
• 業務知識・管理スキル習得
• 作業チームとの評価バランス

ノウハウ還元
（グループ会社雇用増）
• 理解啓発
• 現勤務者への個別対応
• 採用機会創出（⺟集団・⼈材）
• 業務獲得

派遣・出向
• 単発業務などの現地対応
• 委託業務管理
• 現場の理解創出
• 現場でのストレス管理
• あわよくば業務獲得

転籍
• 単発業務などの現地対応
• 委託業務管理
• 現場の理解創出
• 現場でのストレス管理
• あわよくば業務獲得

指導員のスキルアップ
• 障がい者同士の配慮のバッティング解消
• 業務成果達成責任者
• チームマネジメント

拠点展開
• 本社と同じ業務で雇用実現
• 地域環境の違いへの対応
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法定雇用率の上昇

• 障がい者を雇用することは、厚生労働省が法律として義務づけられています
• 現在、⺠間企業の障害者雇用率は2.7％とされ、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的に引き上げ

ることが通達されています
• また除外率設定業種への除外率10ポイント引下げを令和7年4月に⾏う。そのため、事業主向けの⽀援を拡充し、

令和6年4月に開始しています

法定雇用率
事業主区分

令和8年7月令和6年4月令和3年3月平成30年4月1
日以降

平成30年3月
31日まで

2.7%2.5%2.3%2.2%2.0%⺠間企業

3.0%2.8%2.6%2.5%2.3%国、地方公共団体等

2.9%2.7%2.5%2.4%2.2%都道府県等の教育委員会
参考︓厚生労働省ホームページより抜粋加筆

0

2.0

％
（障害者雇用率）

平成24年4月 平成30年4月 令和3年3月

2.0％
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2.5％

現⾏

2.3％2.2％

令和6年4月

これから

令和8年7月

2.7％

2.5

3.0%?
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• 法定雇用率のインパクトにより、雇用の数に注目しがちな障がい者雇用ですが、雇用している障がいのある方の
キャリア・労働幸福度の充実は健常者同様に求められています

• そのためにも雇用する障がいのある方に配慮した雇用管理、本⼈の目指すキャリアが形成できる就労環境の整備
（合理的配慮）が準備されていることが目指されます

雇用の数と質

＋

雇用の数 雇用の質

雇用の数と質を生み出す職場づくり

キャリア
形成⽀援

適正な
雇用管理

 当事者の希望
や特性に応じ

 能⼒や適性が
十分に発揮でき

 障がいのない⼈
と共に働ける職
場作り

合理的配慮が目指すもの

2024: 2.5%
2027: 2.7%

 差別がないこと
 ⼈権侵害、虐

待が防止されて
いること

 仕事に対する適
切な対価

会社視点の
適材適所

当事者視点
の適材適所
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雇用の質についてのガイドライン案

参考︓「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書」
令和8年2月6日
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• 雇用する労働者における合理的配慮の提供は、法律で定められた義務です
• 平成28年4月1日に施⾏された改正障害者雇用促進法では、雇用の分野における障害者に対する

差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての⽀障を改善するための措置（合理的配慮の提供
義務）を定めています

合理的配慮の法的背景

※対象となる障がい者︓
• 障害者⼿帳を持っている方に限定されません
• ⾝体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）その他の心⾝の機能 に障がいがあるため、

⻑期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または 職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります

障害者に対する差別の禁止１

合理的配慮の提供義務２

苦情処理・紛争解決援助３
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• 障がいのある方が仕事を始めると、選考段階では⾒られなかったさまざまな悩みが発生しがちです
• 安定して働き続けることをサポートしていくために⾏っていくことが定着⽀援です

⼊社後に発生しがちな悩み（障がいのある方）

 ⼿空き時間がある。もっと仕事を
増やしたい

 上司や同僚が変わり、うまく
コミュニケーションが取れない

 雇用契約を今後更新してもらえ
るか不安…

 今とは違う業務やポジションにも
チャレンジしたい

 一⼈暮らしをしたいけど、不安が
ある

 家族との関係性に悩んでいる
 これからのため、家族のために、

収⼊UPできないものか
 家事と仕事の両⽴が大変でどう

したらいいか分からない

仕事面の悩み 生活面の悩み

9

障がい者⼈材に視点を置きがちになる

担当者 障がい者⼈材

同僚

家族・友⼈

上司

他部署の上司

記録

指導・教育・相談・⽀援

報告・連絡・相談・貢献

福祉⽀援員・教員

保健師・産業医

経営者
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• 障がい者社員の上位者、指導員、同僚にとっても、1⼈の仲間として組織に馴染み、活躍していって
ほしいという願いから、様々な悩みが生じがちです

• 障がい者社員の症状、実際にわかってきたできること/難しいこと、働き始めてからの気持ちの変化など
を相互理解し、適切なサポートを⾏なうことが定着⽀援です

⼊社後に発生しがちな悩み（上位者、指導員、同僚）

 まずは無理せず職場になじみ、
安定して⻑く働いてほしいが、頑
張り過ぎていないか・・

 職場メンバーに負荷がかかってい
る気がする

 最近調⼦の悪い日が多いようだ
が、どうしたら良いか

 声がけの頻度はこれでいいのか..

 担当している仕事についてどう評
価すればいいのか

 せっかく持っているスキルを活かし
てほしいが無理もさせられない

 配慮事項で避けるべき仕事は
絶対にさせられないのか

 正社員にする基準は何か

活躍に対する悩み定着に対する悩み
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障がい者⼈材を日々⽀える側にも視点を置く

指導役・担当者 障がい者⼈材

同僚

家族・友⼈

上司

他部署の上司

記録

指導・教育・相談・⽀援

報告・連絡・相談・貢献

福祉⽀援員・教員

保健師・産業医

経営者
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2026年の企業を取り巻く要素（中⼩企業）

（政治的要因）

生成AI・⾃動化の普及が“格差”を生む段階に突
⼊
→ 導⼊できない企業は生産性で大幅に後れをとる可能性。

デジタル化の遅れが経営リスクに転化
→ 紙管理・⼝頭伝達などが事故／ミス／非効率の原因に。

サイバーセキュリティ要求の⾼度化
→ 取引先から求められるレベルが急上昇し、未対応企業は商談

機会を失う恐れ。

最低賃⾦の継続的引き上げ
→ ⼈件費負担が直撃し、価格転嫁が困難な企業ほど経営圧迫が

顕著。
労務管理・法令遵守の厳格化

→ 残業管理、ハラスメント対応、障がい者雇用などの義務が増え、
兼務管理者の負荷が増大。
中⼩企業向け補助⾦・助成⾦の多様化

→ DX、⼈材育成、設備投資など⽀援メニューは増加する一方、
申請負担が⾼く活用し切れていないケースが多い。

多様な働き方へのニーズ増加（短時間・副業・柔軟勤務）
→ 古い就業ルールのままだと採用・定着に不利。

現場でのプレイングマネージャー依存の限界
→ ⼈材育成と引継ぎが進まず、属⼈化によるリスクが顕在化。

地域社会や⾏政との連携の重要性が増大
→ 採用、障がい者雇用、⾼齢者雇用など地域ネットワークが競争⼒に

つながる。

採用難・⼈⼿不⾜の常態化
→ 若⼿採用の競争激化、即戦⼒の獲得がほぼ不可能に近い

状況。
インフレ・円安による仕⼊れコスト上昇
→ ⼩規模事業者ほど価格転嫁しづらく、利益率低下リスクが⾼

い。
地域経済の活性度に左右される売上構造
→ 地域依存型の企業は⼈⼝減少の影響を強く受け、BtoCも

BtoBも縮⼩圧⼒がかかる。
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2026年の企業の戦略課題（PEST参照）
 ⼈材確保・⼈材活用の抜本的再構築（E・S）

 構造的な⼈⼿不⾜と価値観の多様化への対応が必須。
 「採用」よりも「定着・育成・活躍」の⽐重が増し、組織設計そのものの⾒直しが必要。
 シニア、障がい者、外国⼈、育児・介護層など、多様な⼈材を「戦⼒化」する仕組みが競争⼒を左右。

 労働生産性向上と業務効率化の加速（T・E）
 生成AI、RPA、⾃動化の導⼊は“代替可能な領域”から急速に進展。
 ⼈⼿不⾜の補填を目的としたDXが、単なるツール導⼊ではなく業務プロセス全体の再設計に発展。
 アナログ業務のままでは生産性ギャップが拡大し、競争⼒低下が顕在化。

 組織運営の標準化・マネジメント強化（S・P）
 異動・採用難で管理者の経験値が不均一となり、属⼈化がリスク化。
 ハラスメント防止、労働時間管理、障がい者雇用などの法令遵守は、管理職の理解と運用⼒に依存。
 拠点・部署間で運用品質がぶれると組織基盤が弱体化するため、標準化とマネジメント教育が急務。

 持続可能性・ESGへの対応強化（P・S）
 カーボンニュートラルや脱プラなど環境規制の実務的影響が増大。
 サプライチェーン全体での対応が求められるため、中⼩企業も無関係ではいられない。
 社会性・倫理性を含む企業価値が、採用⼒・取引⼒・ブランド⼒と直結。

 リスクマネジメントとセキュリティ体制の強化（T・P）
 DX推進とともに、サイバー攻撃・情報漏洩リスクが増大。
 取引先のセキュリティ基準が厳格化し、対応できない企業は選定から外れる可能性も。
 BCP（事業継続計画）と情報セキュリティは「取引継続条件」になる時代。
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戦略課題（PESTから導かれる“中⼩企業の核心課題”）

⼈材の確保と戦⼒化の両⽴（採用＜活躍）

業務プロセス改善と生産性向上（DX＋AI導⼊）

属⼈化の解消とマネジメント基盤の強化

法令遵守・労務リスクへの組織的対応

外部連携の強化による経営資源の拡張（⾏政・学校・地域）
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（参考）⼒の場の分析

ゴール

－現状⇒解氷－

動き

－あるべき姿の定着化－
規制⼒

規制⼒︓現状を維持し、変化に抵抗しようとする⼒
推進⼒︓現状を変⾰の方向へ導こうとする⼒

推進⼒

規制⼒

推進⼒

⼒の場の分析:クルト・レヴィン
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障がい者雇用推進は関連者を広くとらえながら

担当者 本⼈

同僚

家族・友⼈

上司

他部署の上司

記録

指導・教育・相談・⽀援

報告・連絡・相談・貢献

福祉⽀援員・教員

保健師・産業医

障がい者雇用は組織（チーム）で取り組む課題であり、
担当者個⼈（ひとり）任せにはしない

本社⼈事


